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研究要旨 

 本調査では、企業における新興感染症に対する意識を明らかにする。 
新興感染症に対する危機管理体制を医療機関、企業での調査を行った。 

新興感染症の危機対応を行う事が想定される医療機関に赴き、新興感染症などの危機

対応に従事する労働者の体制について聴取を行った。 

２つの医療機関において調査を行った。医療機関において、新型インフルエンザ等特別

措置法によって業務継続計画が作成されているものの、新興感染症が発生した場合の対

応については、新興感染症、再興感染症として発生する感染症の種類が多岐にわたるた

め、個別の感染症に対して具体的な体制整備が行われていないのが現状であった。 

新興感染症が発生した場合に、感染症対応に対する不安、感染患者への対応業務に対

する拒否感、疑似症への対応での疲弊など、医療機関という事業所が直面する問題が明

らかになった。 

 医療機関における新興感染症対応の業務継続計画の作成状況とスタッフが実際に新興

感染症に対応する状況になった場合の現実に直面した場合の不安を聴取に基づいて、 

1. 新興感染症は未知の感染症としての対応が必要になる 

2. 新興感染症の場合、感染様式や致死率など不明であることが多い、このため、十分な

感染症対策が必要になる 

3. 新興感染症に対する業務継続計画は、新型インフルエンザ等特別措置法に基づく業

務継続計画のみであり、多くの場合、個別の新興感染症対策の策定は困難な状況で

ある。 

 新興感染症発生時に、心理的負担や不安を軽減させるために、リスクコミュニケーショ

ンに関係する項目、未知の感染症が発生した際の対応トレーニングが必要と考えられる。 

新興感染症の危機対応を行う事が想定される企業に対して、新興感染症などの危機対

応に従事する労働者の体制についてアンケート調査を行った。 

九州内の企業においてアンケートを送付して調査を行った。感染症クリニカルマネジメ

ント煮は特殊性があり、マネジメントは困難である。 

• 原因となり病原体が目に見えない、知らない間に伝播する。 



• 潜伏期の問題があり、化学物質などと異なる、すぐに症状が発現しない。 

• 必ずしも診断が容易ではない。症状が発熱、呼吸器・消化器症状などであり

特異的でない 

このことから、感染症危機管理が困難である。 

 

新興感染症・再興感染症はさまざまであり、今回のコロナ禍に限らず、今後も新た

な感染症の世界的な流行のリスクがある。このてんから、感染症危機管理が非常に

重要で有、感染対策を実施して、感染拡大を抑制し被害を最小限にする事が重要で

ある。 

 

この点をふまえて、新興感染症や再興感染症に対する備えを行っているかの問題点

を企業に質問を行って、問題点を抽出した。 

新興感染症についての事業継続計画を策定しているかと言う問いには半数以上が策

定していない状況であり、新型インフルエンザウイルス感染症や新型コロナウイル

ス感染症など各々の疾患で場当たり的に対応している現状が想定された。策定され

た事業継続計画は、感染対策の専門家に相談が、どこを窓口にするのが良いのか、

困難であり、気軽に相談できる感染制御の専門家のニーズを満足するように感染

症、感染制御の専門家へのアクセスを増やす様にするのが良いと考えられた。感染

症危機管理が可能な専門家の要請が急務であると考える。 

 

Ａ．研究目的 

新興感染症、再興感染症などの危機対応

に従事する労働者の健康を確保するため

の枠組みの確立が急務であるため、実際の

医療現場という事業所の新興感染症など

の危機対応に従事する労働者の体制につ

いて現状調査を行う。また、実際の企業の

事業所の新興感染症などの危機対応に従

事する労働者の体制について現状調査を

行う。 

 

Ｂ．研究方法 

企業における新興感染症に対する意識

を明らかにする 

今回新興感染症の危機対応を行う事が

想定される医療機関に赴き、新興感染症

などの危機対応に従事する労働者の体制

について聴取を行った。 

（倫理面への配慮） 

インタビューは同意が得られた方に対し

てのみ行った。合わせてインタビュー内容

は労働者から聴取した内容はその場でまと

めて録音等をせず、個人情報は対応表の

ない連結不可能匿名化とし、専門家の意

見はインタビューメモを作成しその中から

新興感染症対応に関連する重要なメッセ

ージを抽出した。 

企業における新興感染症に対する意識

を明らかにする 



今回新興感染症の危機対応を行う事が

想定される医療機関に赴き、新興感染症

などの危機対応に従事する労働者の体制

について聴取を行った。 

（倫理面への配慮） 

アンケートには同意が得られた方に対し

てのみ行った。合わせて企業は盲検化して

内容は労働者から聴取した内容は個人情

報は対応表のない連結不可能匿名化して

集計した。 

 

Ｃ．研究結果および D.考察 

産業医科大学病院、北九州市立八幡病

院においてインタビューを行った。産業医

科大学病院は、６７８床の北九州地域で唯

一の大学病院であり、災害拠点病院でもあ

る。北九州市立八幡病院は、４３９床の中

規模病院であるが、感染症対策に非常に

尽力している医療機関である。また、大規

模災害発災時には、災害派遣チームを有

しており、災害派遣に対応している。このた

め、医療機関という事業所における新興感

染症発災時の体制や各々の労働者の災

害発災時の不安などについての聴取を行

った。 

九州内の企業に対して、以下の 8 項目に

ついてアンケート調査を行った。企業規模

は様々であるが、80%から回答を得た。 

・新興感染症発生時の事業継続計画を策

定していますか？ 

・事業継続計画は誰が策定されますか? 

・事業継続計画を策定していない企業は

なぜ作成していないのですか？（自由記

載） 

・海外での感染症情報の把握の手段につ

いてお教えください 

・コロナ禍で一番困ったのは何ですか？

（自由記載） 

・コロナ禍で一番困ったことに対して何か

対応策を準備しましたか 

・コロナ禍で一番困ったことに対して具体

的な対応策（自由記載） 

・コロナ禍で一番困ったことに対して対応し

なかったのはなぜですか（自由記載） 

【結果】 

医療機関においては、新型インフルエ

ンザ等特別措置法によって業務継続計画

が作成されており、総理大臣により新型イ

ンフルエンザ発生が宣言された際には、産

業医科大学病院においても、八幡病院に

おいても、業務継続計画に基づいて速や

かに業務継続を遂行するための準備がな

されている。 

新興感染症が発生した場合の対応につ

いては、基本的には、新型インフルエンザ

等特別措置法に基づいた業務継続計画

に準じた体制で対応することになるが、新

興感染症、再興感染症として発生する感

染症の種類が多岐にわたるため、個別の

感染症に対して具体的な体制整備が行わ

れていないのが現状であると言うことを産

業医科大学病院、市立八幡病院ともに聴

取した。ここ数年の間に、エボラウイルス感

染症が発生した際、MERS が発生した際な

どの個別の感染症の対応については具体

的な感染症が発生した時点で、院内対応

マニュアルなどを作成して対応策を考慮す

ると言うことであった。 

 感染対策チームのメンバーからの聴取し

た情報は以下の通り 

・ 「新興感染症が発生した場合、対応す

る必要があれば対応する準備はできて



いる」 

・ 「具体的にどんな感染症がやってくる

のか分からないので、不安がある」 

・ 「実際に、エボラウイルス感染症のよう

な致死性の高い感染症の患者が来院

したり、院内で流行するようなことがあ

れば、できれば対応したくない」 

・ 「致死性の高い感染症であれば、ケア

している最中に感染してしまう危険性

があり、家族にもうつしてしまう危険性

があり不安だ」 

・ 「感染して死んでしまったらどうしたらよ

いのか」 

・ 「以前の SARS の際には、対応した事

案の多くが疑似症であったため疲弊し

た」 

企業においては、 

• 新興感染症に対する事業継続計

画が策定されている企業は、半数

であった。 

• 事業継続計画を策定していない理

由としては、新興感染症のＢＣＰっ

て、漠然としすぎていて何をどう策

定したら良いのか分からない。コロ

ナが起きるまでは、自然災害と違

ってイメージがわきにくかった分か

らない。そこまで手が回らないなど

があった。 

• 事業継続計画策定には産業保健

スタッフの助力が大きく貢献した 

• 実際にコロナが発生して十分な対

応することができなかった企業が

多かった。 

• コロナ禍で困ったのは、何をどう対

応したら良いのか分からない。企

業活動の減退した。休業による経

済的損失があった。従業員感染で

の風評被害があった。マスクやア

ルコール、アクリル板などの感染対

策の物品がなかった。専門家の意

見がコロコロ変わる。などの意見が

あった。 

• 感染症対策について気軽に相談

できる専門家のニーズが高かっ

た。 

• 即応できる専門家の育成が必要。 

• 企業が、マスクやアルコールなど

の購入のためのサプライチェーン

が止まらないような枠組みの策定

が必要である。 

【考察】 

 産業医科大学病院、市立八幡病院、両

医療機関とも、新興感染症発生による被災

経験はないものの、さまざまな災害事例に

対応経験を持つ医療機関である。 

 これら、経験豊富な事業所においても、

新興感染症発生時の対応マニュアルは、

新型インフルエンザ等特別措置法に基づ

いた業務継続計画のみであり、個別の新

興感染症に対する対応策は想定していな

いというのが現実である。 

 また、感染対策チームのメンバーからの

聴取で、実際に新興感染症が発生した場

合に、感染症対応に対する不安、感染患

者への対応業務に対する拒否感、疑似症

への対応での疲弊などが、医療機関という

事業所が直面する問題が明らかになった。 

 医療機関以外の事業所においても、新

型インフルエンザ等特別措置法に基づく

業務継続計画を作成しているものと想定さ

れるが、個別の感染症に対する対応策に



ついての策定されていないことが想定され

る。 

 医療機関における新興感染症対応の業

務継続計画の作成状況とスタッフが実際

に新興感染症に対応する状況になった場

合の現実に直面した場合の不安を聴取に

基づいて、医療機関以外の事業所におけ

る新興感染症対応についての調査、すな

わち、個別の新興感染症に対する準備が

なされているのか（業務継続計画策定状

況）、新興感染症対応しなければならない

労働者の不安や不満をどのように吸い上

げるのか、吸い上げた不安や不満をどのよ

うに解消させるのかについて、さらなる調

査、検討が必要である。 

 新興感染症が発生するような現場に赴き、

実地調査を行うこと、実地対応を行う労働

者に現地に赴き、インタビューを行い、業

務継続計画の策定について、業務継続計

画モデルが提示できるようにニーズを調査

して、不安・不満解消できる様な仕組みに

ついて調査を行う必要がある。 

企業活動が、感染症対策が必要になった

場合に、様々な感染症対策があり、未知の

感染症について様々な臨床像があり、ここ

の対応について即応することは困難であ

る。 

 様々な新興感染症、再興感染症につい

て即応するための新興感染症発生時の対

応マニュアルは、新型インフルエンザ等特

別措置法に基づいた業務継続計画のみ

であり、個別の新興感染症に対する対応

策は想定していないというのが現実であ

る。 

 また、実際に新興感染症が発生した場合

に、感染症対応に対する不安、感染患者

への対応業務に対する拒否感、疑似症へ

の対応での疲弊などが、医療機関だけで

なく、企業活動においても大きな足かせに

なり得ることがが明らかになった。 

 企業の事業所においても、新型インフル

エンザ等特別措置法に基づく業務継続計

画を作成しているものと想定されるが、新

型院留守円座以外の感染症が発生した場

合には、今回のコロナ禍のように、個別の

感染症に対する対応策についての策定さ

れていないことが想定される。 

 企業における新興感染症対応の業務継

続計画の作成状況とスタッフが実際に新

興感染症に対応する状況になった場合の

現実に直面した場合に、即応するために

は、発生した新興感染症、再興感染症に

熟知した、もしくは、少なくとも感染症対策

に熟知した感染対策のスタッフへのアクセ

スが容易であることが必要である。 

 また、この研究途中で発生したい新型コ

ロナウイルス感染症の世界的な流行に際

して、感染症対策に必要な物品について

のサプライチェーンが維持される社会全体

の仕組みも必要であることが明らかになっ

た。 

 

E. 結論 

医療機関での新興感染症対応の概要は

以下の通り 

1. 新興感染症は未知の感染症としての

対応が必要になる 

2. 新興感染症の場合、感染様式や致死

率など不明であることが多い、このた

め、十分な感染症対策が必要になる 

3. 新興感染症に対する業務継続計画は、

新型インフルエンザ等特別措置法に



基づく業務継続計画のみであり、多く

の場合、個別の新興感染症対策の策

定は困難な状況である。 

 新興感染症発生時に、心理的負担や不

安を軽減させるために、リスクコミュニケー

ションに関係する項目、未知の感染症が発

生した際の対応トレーニングが必要と考え

られる。 

 企業での新興感染症対応の概要は以下

の通り 

1. 新興感染症は未知の感染症としての

対応が必要になる 

2. 企業活動を継続するためには、感染

症対策の物品の供給維持なども含め

た十分な感染症対策が必要になる 

3. 新興感染症に対する業務継続計画は、

新型インフルエンザ等特別措置法に

基づく業務継続計画のみであり、多く

の場合、個別の新興感染症対策の策

定は困難な状況である。 

 新興感染症発生時に、十分な感染症の

知識を持った感染症の専門スタッフが、産

業保健の現場においても育成、確立され

ていることが必要と考えられる。 

 

 

F．本研究に関連した学術発表 

なし 

 


